
障害保健福祉関係主管課長会議資料

平成２１年３月１２日（木）

そ の 他 資 料



＜ 総 務 省 ＞

・・・・・・・・・・・・・・・・・・地上デジタル放送の完全移行に伴う対応について 1

＜ 神 戸 市 ＞

・・・・・・・・・・平成２０年度障害者自立支援調査研究プロジェクトの報告について 5

（移動支援事業関係）

目 次



＜ 総 務 省 ＞



地上デジタル放送への完全移行に向けた受信機購入等の支援 

及び高齢者・障害者への働きかけ、サポート 

 

 

１．地上デジタル放送への完全デジタル化に向けた総合対策 

総務省は、すべての視聴者が地上テレビ放送を引き続きご視聴いただくため、

必要な方策を総合的に検討し、平成２０年７月、「地上デジタル放送推進総合

対策」を取りまとめ、今後実施すべき施策を整理。 

また、総合対策に基づき、平成２１年度予算を要求。 

＜参考：地上デジタル放送推進総合対策＞ 

① 国民に地上デジタル放送についてご理解いただくための取組 

 （悪質商法対策、相談体制の充実・強化 等） 

② 受信側の取組（経済的に困窮している方への支援、高齢者・障害者等へ

の働きかけ、サポート、共聴施設の整備促進 等） 

③ 送信側の取組（デジタル中継局の整備、デジタル混信への対策 等） 

④ アナログ放送終了等にあたっての取組（リハーサル 等） 

 

２．受信機購入等の支援 

（１）事業スキーム 

 所要の法改正の後、総務省が「受信機器購入等対策事業費補助事業（仮）」

（平成２１年度 電波遮へい対策事業等補助金）として公募を行い、支援実

施法人（民間企業）を決定。 

（２）事業内容 

 「経済的な理由により、必要最小限の対応すらできずに、テレビが視聴で

きなくなり、災害時も含めた必要な情報をこれまで得ていたのに得られなく

なる」世帯に対して、最低限の機能のものに限定して支援を行う。 

 具体的には、ＮＨＫ放送受信料全額免除世帯（公的扶助受給世帯、市町村

民税非課税の障害者の世帯、社会福祉事業施設入所者：最大２６０万世帯）

を対象として、申込みに応じて、各世帯のアナログテレビ１台で地上デジタ

ル放送を視聴するために必要な最低限度の機器等を無償で現物給付する。 

① 「簡易なチューナー」を支援対象世帯に１台ずつ無償給付 

② 戸建て住宅でアンテナ等の改修が不可欠な世帯は、室内アンテナの無償

給付又はアンテナ等の無償改修 

③ 共同受信施設を利用している場合は、当該共同受信施設の改修経費のう

ち、支援を受ける各世帯が負担する金額に相当する額を給付 

（３）平成２１年度予算額 

   １７０．１億円 



 

 

３．高齢者・障害者への働きかけ、サポート 

（１）事業スキーム 

総務省が本年２月に「デジタル受信相談・対策事業」（平成２１年度 電

波遮へい対策事業等補助金）として公募を行い、３月に実施主体を決定。 

本年２月に全都道府県５１か所に拡充設置された「総務省テレビ受信者支

援センター（デジサポ）」において、受信相談等の他の事業と併せて実施。 

（２）事業内容 

説明会や戸別訪問を実施することによって、高齢者・障害者等に対して、

地上デジタル放送を視聴するための正確な情報を提供し、積極的にデジタル

化の働きかけを行い、技術的サポートを行う。 

① 説明会 

地域に密着したきめ細かな説明会を実施。具体的には、一般市民を対象

としたもの、高齢者を対象としたもの、障害者を対象としたものの三つ。 

自治体経由で、町内会・自治会、老人クラブ、福祉施設を中心に高齢者・

障害者が集まる場所において能動的に説明会のセットを働きかけ。 

＜参考：予算要求ベースの数字＞ 

・町内会・自治会   ： 約 30 万団体×1/2＝15 万回 

・福祉施設・老人クラブ： 約 17 万施設・クラブ×1/2＝8.5 万回 

② 戸別訪問 

 説明会に参加できない高齢者（６５歳以上）・障害者を対象に、申込み

に応じて戸別訪問による説明を行う。 

 地域の事情に通じており、独居高齢者世帯等を訪問する機会のある方に

事前に情報提供を行い、戸別訪問を要する人に申込書を渡してもらえるよ

う調整を行う。 

（３）平成２１年度予算額 

   ８８．２億円 



＜ 神 戸 市 ＞



平成20年度障害者自立支援調査研究プロジェクト

（移動支援事業関係）の報告

平成21年3月12日 障害保健福祉関係主管課長会議

神戸市保健福祉局自立支援課



Ⅰ．背景・目的

現状分析

対象要件の拡大

他制度との切り分け

事業者経営に安定化良質なサービスの提供

新たな仕組みの構築地域間格差

・・・・・・

様々な
課題

課題の抽出

改善策の提示
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Ⅱ．調査研究の方法

＜自治体から見た移動支援＞
８政令指定市のワーキングチームによる
現状分析・課題抽出・先行事例の収集

＜利用者から見た移動支援＞
全国７市（政令指定市・中核市）における、
利用者（約400名）へのインタビュー調査

＜事業者から見た移動支援＞
事業者・学識経験者・経営コンサルタント
のワーキングチームによる、
事業者アンケート・事業（経営）分析

工夫やアイデアの提供

制度設計上の提言

ビジネスモデルの提示
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Ⅲ．制度体系を構成する因子

対象者要件

報酬構造 事業所・ヘルパー要件

利用目的

制度利用の仕組み

地域特性 歴史的経過

他サービスの整備状況

各市町村の制度体系
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Ⅳ．事例（工夫・アイデア）

ヘルパー不足
不定期ニーズへの対応

社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業
（広島県広島市）

良質なサービスの提供
適正なサービス利用

移動支援ネットワーク・さかい
（大阪府堺市）

公共交通機関の未整備
（山間・離島等の取り組み）

思いやりバス等運行事業
（鹿児島県曽於市 ）

《事例１》

《事例２》

《事例３》
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１ 事業の変遷

(１)平成１５年４月
広島市において、従来から行っていた「車いす等ガイドヘルパー派遣事業」「盲人ガイド

ヘルパー派遣事業」及び「知的障害者社会参加ヘルパー派遣事業」を統合し、「社会参加

支援ガイドヘルパー派遣事業」として支援費制度の「移動介護」とは別に市独自で実施（広
島市社会福祉協議会へ事業を委託）。

(２)平成１８年１０月
障害者自立支援法の施行に伴い、「社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業」は、地域生

活支援事業の移動支援事業（広義）の一つとして位置付けるとともに、精神障害者（児）を
利用対象者に加える。
支援費制度の「移動介護」についても、地域生活支援事業の移動支援事業（広義）の一

つとして位置づけられ、「移動支援事業」とは通常こちらを指す。

社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業 （広島市）

地域生活支援事業の
移動支援事業 （広義）

社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業

移動支援事業

《事例１》
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２ 事業の概要
単独では外出が困難な障害者（児）のうち、移動支援事業等によるサービスの全部又は一

部の利用を行わない障害者が、社会参加等のために外出する際に、社会参加支援ガイドヘ
ルパーを派遣し付き添い介助する。

広島市に住所のある障害者

障害者の福祉について理解と熱意を有する１８歳以上の者
※ただし、３親等以内の親族は除く

謝礼金 ： ガイドヘルパー１人１時間あたり７００円
交通費 ： 付添いに要した実費（ただし、２，０００円限度）

派遣対象者１人１か月当たり８０時間から移動支援事業等によるサービスの支給決定時間
を減じた時間数を限度

次のいずれかに該当し、他に適当な付き添いが得られない場合に派遣
① 区役所等公的機関、医療機関等への社会生活上必要な外出
② 社会参加促進の観点から、日常生活上必要な外出

次の場合は派遣対象外
① 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出
② 通学等の通年かつ長期にわたる外出
※ ただし、通学、通所については、区保健福祉課の審査により通学通所利用決定を受けた場合に

限り利用可能

③ 社会通念上本制度を適用することが適当でない外出

ガイドヘルパー派遣の業務範囲
① 区域 原則として市域内
② 時間 午前９時から午後５時まで

①②ともヘルパーの了解がある場合は範囲を超えることができるが、原則として１日を超え
る派遣はできない。

派遣対象者

ガイドヘルパー

手当等

利用時間

派遣対象

対象外の外出

業務範囲
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３ 事業の実施方法

登録

利用者及びガイドヘルパーはあらかじ
め区社会福祉協議会へ登録

利用申込

原則として、派遣希望日の３日前まで
に行う（電話でも可）

派遣決定

利用申込の内容、移動支援事
業等の支給決定時間等の確認
の上、区保健福祉課が派遣の
可否を決定し、社協から利用者
等へ連絡

実施報告

活動終了後、実施報告書に必要事項を記入し、利用者の確認印
をもらったうえ、翌月の５日（３月分は３月３１日）までに、区社協
へ提出する。
実際の派遣内容が決定と異なった場合は、活動終了後速やか
に区社協へ連絡が必要。（移動支援事業等の時間数との関係
等）

留意事項等

外出介助の業務を行うに当たっての留意事
項等

①ガイドヘルパーとしての自覚と責任を
もって行う

②利用者の身上に関する秘密を漏らさな
い

③布教活動、選挙・政治活動に関わるこ
とは禁止

④利用者の身上に関わる説明を要する
手続きの代行、契約に関する法律行為
等の禁止
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移動支援ネットワーク・さかい （堺市）

１ 立ち上げまでの経緯

サービスの質の向上には
「事業者同士のネットワーク」
が有効ではないか

応えきれないニーズ
について意見交換す
ることは、事業所を
守るためにも必要

ヘルパーのレベルアップ
や運営上の危機管理以
外にも、スキルアップ研
修や事業者モラル、制
度外契約時の単価につ
いても話し合いたい

市に意見を
出せる場が
出来た

平成１８年度・１９年度
【準備会】
●Ｑ＆Ａをもとに事業者向けの研修会開催
●自主的な研修会開催（年３回）
●連絡会及び事務局会議開催（月１回）

平成２０年４月
【移動支援ネットワーク・さかい】発足

※ 活動経費はネットワーク内での年会
費、研修参加費により維持

●市と事業者との協働による
「移動支援事業Ｑ＆Ａ」の作成

●事業者のネットワーク化提案

行政

交流会

《事例２》
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２ 活動内容
(１) ネットワークによる自主的なモデル実施結果をもとに、「グループ支援」について市への提案

(２) 市が設定する報酬単価では採算が取れないとして、経営実態に関して資料作成し、報酬単価見直
しに対する市への提案

(３)ネットワークへの移動支援事業者以外からの参加

(４)「移動支援ネットワーク・さかい」のホームページ（作成中）

(５)自立支援協議会への出席や、災害時における市の危機管理業務への協力等

３ 効果
(１) 課題やアイデア、工夫、情報等の共有により、それまで個々の事業者が悩んでいた課題（困難事例の

対応・リスクマネジメント、等）に対し、解決策やノウハウを事業者間で分かち合うことが出来る。

(２)ネットワークで「事業者のモラルやあり方」を話し合う中で、事業者全体の質が向上し、「他事業者」を
意識する形での質の底上げ効果が期待出来る。

(３)市へ施策提言等を行う場合も、「ネットワークとしての意見」とすることで説得力が増し、効果的である。

４ 今後の取り組み
(１) スキルアップ研修（視覚・全身性・知的・精神・児童の５種別に対し各年１回）の実施

(２) キャンセル料金や交通費・苦情処理等について、各事業者が困ったときの解決策や情報を共有する
ことを目的とした「移動支援何でもＱ＆Ａ」の作成
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思いやりバス等運行事業 （曽於市）

１ 事業の概要
思いやりバス又は思いやりタクシーを運行する事業者に対し，当該運行に要する経費

の一部を補助することにより，市内におけるバス廃止路線及び市長がこれと同等と認め
た地区における市民の交通手段を確保する。

思いやりバス

乗車定員 ： １１人以上
乗車料金 ： １３０～４００円（市内を運行している路線バス乗車料

金を参考とする）

運行事業所が回数券（１枚２００円の１１枚綴り及び
１枚１００円の２２枚綴り）を２，０００円で販売する。

運行区間 ： １系統
運行回数 ： ３．５回（日祝運休）

思いやりタクシー

乗車定員 ： １０人以下
乗車料金 ： 全区間乗車1回につき２００円（小学生以下の小児は

１００円）

ただし、６歳未満の小児が大人に同伴して乗降する
場合に限り無料

運行事業所が回数券（１枚２００円の１１枚綴り及び
１枚１００円の２２枚綴り）を２，０００円で販売する。

運行区間 ： ２７系統（巡回コース２系統含む）
運行回数 ： 往復１～３回（系統により運休日は異なる）
乗降場所 ： 運行区間内であれば、常に乗降可能

《事例３》
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２ 事業の運行区間

【思いやりバス】・・・市内を縦断する運行

区間により、６箇所の拠点をカバーして
いる。
【思いやりタクシー 】・・・ 市内３地区（財

部地区・末吉地区・大隅地区）で、それ
ぞれ地区内を横断する運行区間を設け、
細かなニーズに対応する。

３ 課題と今後の取り組み

平成17年7月1日に旧曽於郡末吉町・財

部町・大隅町が合併し、現曽於市が発足。

合併前は、大隅地域に当該事業に類す

る制度が存在せず、現在でも他の２町に比べ利

用率が低いことが課題である。

このため、今後は大隅地域における利用

率の増加促進が求められている。
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